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十
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六
号
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傍
線
部
分
は
改
正
部
分
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目
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第
一
章
～
第
三
章 
〔
略
〕 

 

第
四
章 

輸
出
入
検
疫
等
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
六
条
の
四
の
二
） 

 

第
五
章
～
第
七
章 

〔
略
〕 

 

附
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（
輸
入
検
疫
に
係
る
体
制
の
整
備
） 

第
四
十
六
条
の
四
の
二 

国
は
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
が
国
内
に
侵
入
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
訓
練
を
受
け
た
犬
の
配
置
そ
の
他
の
輸
入

検
疫
に
係
る
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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